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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 18年 8月 7日 (2006.8.7)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 発 明 の 名 称
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 発 明 の 名 称 】 Ｅ Ｌ 表 示 装 置
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　
　
　

　

【 請 求 項 ２ 】
　
　
　

　

第 １ の 基 板 と 、 前 記 第 １ の 基 板 に 対 向 し て 設 け ら れ る 第 ２ の 基 板 と を 有 し 、
前 記 第 １ の 基 板 上 に 、 第 １ の 画 素 と 、 前 記 第 １ の 画 素 と 隣 接 す る 第 ２ の 画 素 と を 有 し 、
前 記 第 ２ の 基 板 上 に 、 前 記 第 １ の 画 素 か ら 発 光 さ れ た 光 が 透 過 す る 第 １ の 着 色 層 と 、 前

記 第 ２ の 画 素 か ら 発 光 さ れ た 光 が 透 過 す る 第 ２ の 着 色 層 と 、 前 記 第 １ の 着 色 層 の 一 部 お よ
び 前 記 第 ２ の 着 色 層 の 一 部 が 重 な っ て 設 け ら れ る 遮 光 部 と を 有 し 、

前 記 遮 光 部 は 、 隣 接 す る 前 記 第 １ の 画 素 と 前 記 第 ２ の 画 素 と の 間 と 重 な っ て い る こ と を
特 徴 と す る Ｅ Ｌ 表 示 装 置 。

第 １ の 基 板 と 、 前 記 第 １ の 基 板 に 対 向 し て 設 け ら れ る 第 ２ の 基 板 と を 有 し 、
前 記 第 １ の 基 板 上 に 、 第 １ の 画 素 と 、 前 記 第 １ の 画 素 と 隣 接 す る 第 ２ の 画 素 と を 有 し 、
前 記 第 １ の 画 素 お よ び 前 記 第 ２ の 画 素 は そ れ ぞ れ 、 第 １ の 電 極 、 発 光 層 お よ び 第 ２ の 電

極 で な る 発 光 素 子 を 有 し 、
前 記 第 ２ の 基 板 上 に 、 前 記 第 １ の 画 素 か ら 発 光 さ れ た 光 が 透 過 す る 第 １ の 着 色 層 と 、 前

記 第 ２ の 画 素 か ら 発 光 さ れ た 光 が 透 過 す る 第 ２ の 着 色 層 と 、 前 記 第 １ の 着 色 層 の 一 部 お よ



　

【 請 求 項 ３ 】
　
　

【 請 求 項 ４ 】
　
　
【 請 求 項 ５ 】
　
　

【 請 求 項 ６ 】
　
　
　

　

【 請 求 項 ７ 】
　
　

【 請 求 項 ８ 】
　
　
【 請 求 項 ９ 】
　
　
　

【 請 求 項 １ ０ 】
　
　
　

【 請 求 項 １ １ 】
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び 前 記 第 ２ の 着 色 層 の 一 部 が 重 な っ て 設 け ら れ る 遮 光 部 と を 有 し 、
前 記 遮 光 部 は 、 隣 接 す る 前 記 第 １ の 画 素 と 前 記 第 ２ の 画 素 と の 間 と 重 な っ て い る こ と を

特 徴 と す る Ｅ Ｌ 表 示 装 置 。

請 求 項 ２ に お い て 、
前 記 第 １ の 画 素 の 発 光 層 お よ び 前 記 第 ２ の 画 素 の 発 光 層 は 、 同 じ 層 で 設 け ら れ て い る こ

と を 特 徴 と す る Ｅ Ｌ 表 示 装 置 。

請 求 項 ２ ま た は 請 求 項 ３ に お い て 、
前 記 第 １ の 電 極 の 端 部 は 、 絶 縁 膜 に 覆 わ れ て い る こ と を 特 徴 と す る Ｅ Ｌ 表 示 装 置 。

請 求 項 １ 乃 至 請 求 項 ４ の い ず れ か 一 項 に お い て 、
前 記 第 １ の 画 素 お よ び 前 記 第 ２ の 画 素 は 、 Ｔ Ｆ Ｔ を 有 す る こ と を 特 徴 と す る Ｅ Ｌ 表 示 装

置 。

第 １ の 基 板 と 、 前 記 第 １ の 基 板 に 対 向 し て 設 け ら れ る 第 ２ の 基 板 と を 有 し 、
前 記 第 １ の 基 板 上 に 、 ソ ー ス 信 号 線 と 、 ゲ ー ト 信 号 線 と 、 Ｔ Ｆ Ｔ と を 有 し 、
前 記 第 ２ の 基 板 上 に 、 第 １ の 着 色 層 と 、 第 ２ の 着 色 層 と 、 前 記 第 １ の 着 色 層 の 一 部 お よ

び 前 記 第 ２ の 着 色 層 の 一 部 が 重 な っ て 設 け ら れ る 遮 光 部 と を 有 し 、
前 記 遮 光 部 は 、 前 記 ソ ー ス 信 号 線 、 前 記 ゲ ー ト 信 号 線 お よ び 前 記 Ｔ Ｆ Ｔ と 重 な っ て い る

こ と を 特 徴 と す る Ｅ Ｌ 表 示 装 置 。

請 求 項 １ 乃 至 請 求 項 ６ の い ず れ か 一 項 に お い て 、
前 記 第 １ の 着 色 層 お よ び 前 記 第 ２ の 着 色 層 上 に 、 平 坦 化 さ れ た 保 護 膜 を 有 す る こ と を 特

徴 と す る Ｅ Ｌ 表 示 装 置 。

請 求 項 ７ に お い て 、
前 記 保 護 膜 の 膜 厚 は 、 ２ μ ｍ ～ ３ μ ｍ で あ る こ と を 特 徴 と す る Ｅ Ｌ 表 示 装 置 。

請 求 項 １ 乃 至 請 求 項 ８ の い ず れ か 一 項 に お い て 、
前 記 第 １ の 基 板 は 、 ダ ミ ー 画 素 を 有 し 、
前 記 遮 光 部 は 、 前 記 ダ ミ ー 画 素 の 発 光 領 域 と 重 な っ て い る こ と を 特 徴 と す る Ｅ Ｌ 表 示 装

置 。

請 求 項 １ 乃 至 請 求 項 ９ の い ず れ か 一 項 に お い て 、
前 記 第 １ の 基 板 は 、 電 流 モ ニ タ 画 素 を 有 し 、
前 記 遮 光 部 は 、 前 記 電 流 モ ニ タ 画 素 の 発 光 領 域 と 重 な っ て い る こ と を 特 徴 と す る Ｅ Ｌ 表

示 装 置 。

第 １ の 基 板 と 、 前 記 第 １ の 基 板 に 対 向 し て 設 け ら れ る 第 ２ の 基 板 と を 有 し 、
前 記 第 １ の 基 板 上 に 、 第 １ の 画 素 と 、 前 記 第 １ の 画 素 と 隣 接 す る 第 ２ の 画 素 と 、 前 記 第

２ の 画 素 と 隣 接 す る 第 ３ の 画 素 と を 有 し 、
前 記 第 ２ の 基 板 上 に 、 前 記 第 １ の 画 素 か ら 発 光 さ れ た 光 が 透 過 す る 第 １ の 着 色 層 と 、 前

記 第 ２ の 画 素 か ら 発 光 さ れ た 光 が 透 過 す る 第 ２ の 着 色 層 と 、 前 記 第 ３ の 画 素 か ら 発 光 さ れ
た 光 が 透 過 す る 第 ３ の 着 色 層 と 、 前 記 第 １ の 着 色 層 の 一 部 お よ び 前 記 第 ２ の 着 色 層 の 一 部
が 重 な っ て 設 け ら れ る 第 １ の 遮 光 部 と 、 前 記 第 ２ の 着 色 層 の 一 部 お よ び 前 記 第 ３ の 着 色 層
の 一 部 が 重 な っ て 設 け ら れ る 第 ２ の 遮 光 部 と を 有 し 、

前 記 第 １ の 遮 光 部 は 、 隣 接 す る 前 記 第 １ の 画 素 と 前 記 第 ２ の 画 素 と の 間 と 重 な り 、
前 記 第 ２ の 遮 光 部 は 、 隣 接 す る 前 記 第 ２ の 画 素 と 前 記 第 ３ の 画 素 と の 間 と 重 な っ て い る

こ と を 特 徴 と す る Ｅ Ｌ 表 示 装 置 。



【 請 求 項 １ ２ 】
　
　

　

　

　
　

【 請 求 項 １ ３ 】
　
　

【 請 求 項 １ ４ 】
　
　
【 請 求 項 １ ５ 】
　
　

【 請 求 項 １ ６ 】
　
　
　

　

【 請 求 項 １ ７ 】
　
　

【 請 求 項 １ ８ 】
　
　
【 請 求 項 １ ９ 】
　
　
　

　

【 請 求 項 ２ ０ 】
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第 １ の 基 板 と 、 前 記 第 １ の 基 板 に 対 向 し て 設 け ら れ る 第 ２ の 基 板 と を 有 し 、
前 記 第 １ の 基 板 上 に 、 第 １ の 画 素 と 、 前 記 第 １ の 画 素 と 隣 接 す る 第 ２ の 画 素 と 、 前 記 第

２ の 画 素 と 隣 接 す る 第 ３ の 画 素 と を 有 し 、
前 記 第 １ の 画 素 、 前 記 第 ２ の 画 素 お よ び 前 記 第 ３ の 画 素 は そ れ ぞ れ 、 第 １ の 電 極 、 発 光

層 お よ び 第 ２ の 電 極 で な る 発 光 素 子 を 有 し 、
前 記 第 ２ の 基 板 上 に 、 前 記 第 １ の 画 素 か ら 発 光 さ れ た 光 が 透 過 す る 第 １ の 着 色 層 と 、 前

記 第 ２ の 画 素 か ら 発 光 さ れ た 光 が 透 過 す る 第 ２ の 着 色 層 と 、 前 記 第 ３ の 画 素 か ら 発 光 さ れ
た 光 が 透 過 す る 第 ３ の 着 色 層 と 、 前 記 第 １ の 着 色 層 の 一 部 お よ び 前 記 第 ２ の 着 色 層 の 一 部
が 重 な っ て 設 け ら れ る 第 １ の 遮 光 部 と 、 前 記 第 ２ の 着 色 層 の 一 部 お よ び 前 記 第 ３ の 着 色 層
の 一 部 が 重 な っ て 設 け ら れ る 第 ２ の 遮 光 部 と を 有 し 、

前 記 第 １ の 遮 光 部 は 、 隣 接 す る 前 記 第 １ の 画 素 と 前 記 第 ２ の 画 素 と の 間 と 重 な り 、
前 記 第 ２ の 遮 光 部 は 、 隣 接 す る 前 記 第 ２ の 画 素 と 前 記 第 ３ の 画 素 と の 間 と 重 な っ て い る

こ と を 特 徴 と す る Ｅ Ｌ 表 示 装 置 。

請 求 項 １ ２ に お い て 、
前 記 第 １ の 画 素 の 発 光 層 、 前 記 第 ２ の 画 素 の 発 光 層 お よ び 前 記 第 ３ の 画 素 の 発 光 層 は 、

同 じ 層 で 設 け ら れ て い る こ と を 特 徴 と す る Ｅ Ｌ 表 示 装 置 。

請 求 項 １ ２ ま た は 請 求 項 １ ３ に お い て 、
前 記 第 １ の 電 極 の 端 部 は 、 絶 縁 膜 に 覆 わ れ て い る こ と を 特 徴 と す る Ｅ Ｌ 表 示 装 置 。

請 求 項 １ １ 乃 至 請 求 項 １ ４ の い ず れ か 一 項 に お い て 、
前 記 第 １ の 画 素 、 前 記 第 ２ の 画 素 お よ び 前 記 第 ３ の 画 素 は 、 Ｔ Ｆ Ｔ を 有 す る こ と を 特 徴

と す る Ｅ Ｌ 表 示 装 置 。

第 １ の 基 板 と 、 前 記 第 １ の 基 板 に 対 向 し て 設 け ら れ る 第 ２ の 基 板 と を 有 し 、
前 記 第 １ の 基 板 上 に 、 ソ ー ス 信 号 線 と 、 ゲ ー ト 信 号 線 と 、 Ｔ Ｆ Ｔ と を 有 し 、
前 記 第 ２ の 基 板 上 に 、 第 １ の 着 色 層 と 、 第 ２ の 着 色 層 と 、 第 ３ の 着 色 層 と 、 前 記 第 １ の

着 色 層 の 一 部 お よ び 前 記 第 ２ の 着 色 層 の 一 部 が 重 な っ て 設 け ら れ る 第 １ の 遮 光 部 と 、 前 記
第 ２ の 着 色 層 の 一 部 お よ び 前 記 第 ３ の 着 色 層 の 一 部 が 重 な っ て 設 け ら れ る 第 ２ の 遮 光 部 と
を 有 し 、

前 記 第 １ の 遮 光 部 ま た は 前 記 第 ２ の 遮 光 部 は 、 前 記 ソ ー ス 信 号 線 、 前 記 ゲ ー ト 信 号 線 お
よ び 前 記 Ｔ Ｆ Ｔ と 重 な っ て い る こ と を 特 徴 と す る Ｅ Ｌ 表 示 装 置 。

請 求 項 １ １ 乃 至 請 求 項 １ ６ の い ず れ か 一 項 に お い て 、
前 記 第 １ の 着 色 層 、 前 記 第 ２ の 着 色 層 お よ び 前 記 第 ３ の 着 色 層 上 に 、 平 坦 化 さ れ た 保 護

膜 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る Ｅ Ｌ 表 示 装 置 。

請 求 項 １ ７ に お い て 、
前 記 保 護 膜 の 膜 厚 は 、 ２ μ ｍ ～ ３ μ ｍ で あ る こ と を 特 徴 と す る Ｅ Ｌ 表 示 装 置 。

請 求 項 １ １ 乃 至 請 求 項 １ ８ の い ず れ か 一 項 に お い て 、
前 記 第 １ の 基 板 は 、 ダ ミ ー 画 素 を 有 し 、
前 記 第 ２ の 基 板 は 、 前 記 第 １ の 着 色 層 の 一 部 、 前 記 第 ２ の 着 色 層 の 一 部 お よ び 前 記 第 ３

の 着 色 層 の 一 部 が 重 な っ て 設 け ら れ る 第 ３ の 遮 光 部 を 有 し 、
前 記 ３ の 遮 光 部 は 、 前 記 ダ ミ ー 画 素 の 発 光 領 域 と 重 な っ て い る こ と を 特 徴 と す る Ｅ Ｌ 表

示 装 置 。

請 求 項 １ １ 乃 至 請 求 項 １ ９ の い ず れ か 一 項 に お い て 、



　
　

　

 
 

(4) JP 2004-94236 A5 2006.9.21

前 記 第 １ の 基 板 は 、 電 流 モ ニ タ 画 素 を 有 し 、
前 記 第 ２ の 基 板 は 、 前 記 第 １ の 着 色 層 の 一 部 、 前 記 第 ２ の 着 色 層 の 一 部 お よ び 前 記 第 ３

の 着 色 層 の 一 部 が 重 な っ て 設 け ら れ る 第 ３ の 遮 光 部 を 有 し 、
前 記 ３ の 遮 光 部 は 、 前 記 電 流 モ ニ タ 画 素 の 発 光 領 域 と 重 な っ て い る こ と を 特 徴 と す る Ｅ

Ｌ 表 示 装 置 。


	header
	written-amendment

